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１ 計画策定にあたって 

当町は、東日本大震災や令和元年台風第１９号豪雨災害などの自然災害をはじめ、全世界を巻き込

み、これまでの経済や生活環境を一変させた新型コロナウイルス感染症の蔓延など、様々な困難に直

面しながらも、平成 27年 4月には、町内小学校を８校から３校に統合、新石川小学校の供用を開始
したほか、平成 28年 9月には、長久保地内に役場庁舎を新築移転、令和元年には旧石川小学校校舎
を文教福祉複合施設（モトガッコ）にリノベーションするなど、公共施設の計画的な更新等により、

更なる住民サービスの向上に努めてきた。また、現在は、子ども子育て支援サービスの提供と町の魅

力、強みを発信するための拠点整備として、認定こども園、歴史民俗資料館、道の駅等の施設整備を

進めており、これら大型事業の実施により、財政の健全性が失われ、各種公共サービスの提供に影響

を及ぼすことも懸念されるところである。こうした状況から、本計画は、今後の財政見通しを立てる

ことで、健全な財政運営を維持しつつ、多様化する町民ニーズに対応した、安定的な行政サービスを

継続して提供できるよう、計画的かつ持続可能な財政運営を行なうことを目的として策定するもので

ある。 
(ア) 計画年度 

計画期間は、令和 5年度（2023年度）から令和 9年度（2027年度）までの 5年間とする。国の制
度改革や景気動向に伴い変動する税収等を反映し、新たに発生する財政需要等に速やかに対応するた

め、毎年度見直しを行うこととする。 
(イ) 会計単位 
会計単位は一般会計を対象とする。 
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２ 財政の状況 

(ア) 令和４年度決算の状況 
令和４年度決算の状況については、歴史民俗資料館整備事業、保育施設整備事業などの大型事業

や、新型コロナウイルス感染症に対応した事業に取り組んだ結果、昨年度を上回る歳出総額となった

が、町税の増収や国県支出金の積極的な活用、地方交付税措置率の高い町債の発行のほか、効率的な

予算執行を図りながら、財源確保に努めたことで、実質収支が４億７千８８１万９千円と、黒字決算

となった。 
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(イ) 類似団体との比較（参考：令和 3 年度人口一人当たりの決算額） 
令和 3年度決算において、類似団体との歳入歳出状況を比較してみると、歳入では、国庫支出金
が 20,370円ほど上回っているものの、地方交付税、繰入金、地方債などを中心に下回っており、歳
入全体で 45,988円ほど類似団体と比較して低い状況となっている。一方、歳出についても同様に、
維持補修費や投資・出資・貸付金、投資的経費を除く他の科目において低い状況となっており、歳出

全体では 64,105円ほど低い状況となっている。 
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(ウ) 財政指標の状況 
主な財政指標については、財政の弾力性を示す経常収支比率は、前年度比で０．２ポイント改善し

８２．７％となった。地方債現在高については、返済額が借入額を上回ったことにより、前年度から

７千３６２万６千円減少し、７５億３千４５６万２千円となった。さらに、財政調整基金、減債基金

のほか公共施設保全基金への積み増しを行ったことで、将来負担比率も大きく低下し、健全な財政水

準が維持されたものと分析している。 
 
財政指標の推移 単位：千円

区分 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 比較(4年-3年)
標準財政規模
（臨時財政対策債発行可能額含む）

4,386,070 4,403,747 4,635,949 5,105,624 4,908,912 △ 196,712

財政力指数（３カ年平均） 0.429 0.432 0.428 0.419 0.418 △ 0

経常収支比率 85.9% 88.2% 86.9% 82.9% 82.7% -0.2%

地方債現在高 6,965,295 7,162,328 7,904,461 7,608,188 7,534,562 △ 73,626

うち臨時財政対策債現在高 3,229,843 3,130,911 3,020,079 2,719,633 2,487,657 △ 231,976

債務負担行為額
（翌年度以降の支出予定額）

650,907 110,076 299,008 428,528 1,409,943 981,415

積立金（積立基金）現在高 1,822,812 1,519,610 1,425,550 1,640,922 2,109,523 468,601

うち財政調整基金現在高 1,134,402 884,402 901,402 949,402 1,203,314 253,912

実質公債費比率（３ヵ年平均） 5.0% 4.5% 4.6% 5.0% 5.2% 0.2%

実質公債費比率（単年度） 4.3% 4.6% 5.1% 5.6% 5.9% 0.3%

将来負担比率 12.9% 24.1% 26.8% 15.7% 6.0% -9.7%
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３ 主な財政課題への対応 

急速な少子高齢化の進展に伴う人口減少に歯止めをかけるべく、各地域において住みよい住環境の確

保や、将来にわたって活力ある持続可能な社会を形成していくことが喫緊の課題となっている。こうし

た中において、当町のような財政規模が小さな自治体では、住民からの要請全てに応えていくことは困

難であり、「あれもこれも」から「あれかこれか」という観点での事業の選択と、財源の集中を図りなが

ら、行政需要を的確にとらえ、費用対効果に配慮しつつ「町民参加」「共に創るまち」の視点で、無理無

駄のない行政経営をしていく必要がある。さらに、公共施設の維持管理費や、老朽化に伴う改修費・更

新費の増加も見込まれていることから、計画的な整備や管理を行うとともに、長寿命化対策、統合・複

合化といった施設の最適化が必要となっている。 
(ア) 歳入確保の方策 

① 自主財源の充実 
行政サービス需要の増加、多様化に伴う適正な住民負担のあり方について住民理解を深め

るとともに、自主財源の適正な水準を確保するための方策を講じる。町税については、債権

管理条例に基づく計画的な納付相談、口座振替の推進、電子決済を活用した収納方法の拡大、

差押えの実施、差し押さえた物件の公売による債権回収に努めるほか、公営住宅使用料につ

いては、入居時に民間保証会社を入れるなどにより確実な徴収につなげる。 
② 地方交付税の安定確保 

一般財源としての重要性を鑑み、引き続き地方交付税の安定確保に努める。普通交付税の

需要額に算入される事業について優先的に実施していく。 
③ 負担金、使用料等の適正化 

受益者負担の原則から、適正な負担でないと認められる負担金等については積極的に見直

しを行なっていく。近年、物価高・原油高により、公共施設の維持管理費が増嵩しているこ

となど、社会的な状況を的確に捉え適正な負担金、使用料の設定に努める。 
④ 国県支出金等の積極的な活用 

実施する事業について予定されている国県支出金等を積極的に活用する。一方で、事務事

業の緊急度、効果、後年度負担を十分に検討し、安易に要望し身の丈に合わない事業となら

ないよう取捨選択にも努める。 
⑤ 普通財産の処分等 

普通財産において、未利用の町有地の利活用等に係る方針に基づき、活用されず不要と判

断された財産の処分・貸付を行うとともに、インターネットオークションなどを活用した不

用品等の処分により、財源確保に努める。 
⑥ 町債の有効活用 
公共事業の実施にあたっては、事業費の削減に努めることはもとより、町債を活用すべき事

業については、地方交付税措置の有無や、後年度の公債費負担の動向も注視し、中長期的な視

点で有効活用していく。 
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(イ) 歳出抑制の方策 
① 経常経費の適正化 

人件費、物件費、補助費等を積極的に削減していく。経費削減においては、事前に徹底し

た事務事業の見直しを実施し、公民連携による施設の包括管理や指定管理者制度の導入、デ

ジタル化による事務負担の軽減なども総合的に判断し、十分な検討を行ったうえで削減を実

施していく。 
② 公共施設の維持管理経費の適正化 

町有施設の老朽化に伴い施設管理費が年々増加していくことが見込まれる。公共施設の

管理については、「石川町公共施設総合管理計画」に基づき、長期的な視点に立った修繕計

画のほか、老朽著しい躯体や当初の目的を達成し用途廃止となる施設については除却も視

野に入れるなど効率的に管理を進めていく。 
③ 統一的な基準による財務書類の活用 

平成２９年度から作成している国の統一的基準による財務書類を活用し、施設や事業毎の

コスト、費用対効果の分析を行なうことで戦略的に事業を実施していく。 
④ 町補助金等の整理合理化 

町単独の補助や国県補助の嵩上げ補助については、毎年度事業経費の負担の在り方や投

資効果を評価することが必要であり、評価によっては補助金を廃止、縮小するなどのほか、

予め終期を設定して目的達成後も安易に補助が継続することが無いよう努める。 
⑤ 投資的経費の最適化 

行政サービスに対する需要は増大しているが、適正な行政水準の在り方については、住民

理解が得られるよう努め、投資的な事業と位置付けられる事業実施にあたっては、後年度負

担や民間による代替サービスの可能性等、様々な視点から施策の選定を行う。住民生活に密

着し、かつ代替手段の無い事業について優先順位をつけて重点的に財源の配分を行なってい

く。  
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４ 財政指標の目標 

(ア) 実質公債費比率の適正化のための方策 
① 町債発行の抑制 

町債の発行にあたっては、プライマリーバランス（公債費関連を除いた基礎的財政収支）

の確保に重点をおき、安易に町債を財源とすることなく他の財源も追求し、町債発行の際は

できる限り地方交付税の措置のある事業を選択し公債費の財源を確保していく。 
② 公債費負担の軽減 

償還予定に基づき確実に償還実施していくが、一般財源の上振れや決算剰余金により財源

に余裕がみられる場合は積極的に繰上償還を実施していく。 
③ 大規模事業への取り組み 

事業費が多額となる事業については、公民連携のスキームを取り入れることを前提に取り

組み、事業費総額の精査の上、最終手段として町債を最低限の額で借入れするほか、事前に

特定目的基金を創設し一定金額まで積み立てるなどの対策を講じる。 
④ 企業会計への取り組み 

独立採算制が基本であることから、総務省の定める繰出基準外の目的での繰出を抑制し、

周辺町村との広域化などにより効率的な事業運営となるよう求めていく。 
(イ) 将来負担比率の適正化 

① 町債発行の抑制 
町債の発行にあたっては、プライマリーバランスの確保に重点をおき、安易に町債を財源と

することなく他の財源も追求し、町債発行の際はできる限り地方交付税の措置のある事業を選

択し公債費の財源を確保していく。 
② 充当可能基金残高の確保 
財政調整基金、減債基金の残高を一定程度確保することで、将来負担に対する備え将来負担

比率の引き下げにつながるものと考える。 
(ウ) 基金積立の方針 

財政運営の健全性を確保するためには、将来的な負担を適正な水準にとどめるとともに、将来

の負担に対する備えとして適正な基金残高を確保するなど、長期的な視点に立って健全性を確保

する必要があることから、以下の基金積立に関する方針を掲げる。 
① 財政調整基金の積立 

　標準財政規模の 10％程度を目安として、年度末残高を５億円以上確保する。 
② 減債基金の積立 

標準財政規模の 5％程度を目安として、年度末残高を２億４千万円以上確保する 
③ その他特定目的基金の積立について 

それぞれの基金目的に応じて計画的に積み立てを行なう。特に、公共施設保全基金につい

ては、公共施設の減価償却状況などを注視し、計画的な積み立てを行う必要がある。
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５ 年次別計画 

(ア) 重点事業の概要 
重点施策については、「石川町第６次総合計画（いしかわ幸せ共創プラン）」に基づく各種事業

について別表に抽出したが、各基本目標の概要については以下のとおりなっている。 
① 健康で元気に暮らせるまち（保健・福祉・医療） 

児童福祉の充実への施策として、子ども医療費助成、小中学校給食費補助事業を継続する

ほか、町内２保育所を統合し、新たな町立認定こども園（令和 6年度供用開始予定）の整備
に向けて取り組みを進めている。 

② 活力ある産業を形成するまち（産業・観光） 
農林業の振興への施策として、森林環境保全事業、競争力強化農地整備事業（ほ場整備）、

水利施設整備事業（赤羽堰改修）のほか、地域産業振興・交流活性化を目的に道の駅整備事

業（令和 7年度供用開始予定）に取り組んでいる。雇用の創出への施策として、企業誘致へ
の取り組みも継続して行う。 

③ 豊かな心・町民文化を育むまち（教育・文化・スポーツ） 
学校教育の充実への施策として、通学バスを継続して運行し、町内小中学校の児童生徒の

通学を支援するほか、令和 7年度から中学校施設改修を予定している。文化の振興と歴史資
源の継承への施策では、歴史民俗資料館の移転整備事業が令和 5年度で完了し、令和 6年 3
月に供用開始の見込みとなっている。スポーツの振興への施策として、令和 7年度から石川
町総合体育館をはじめとする町体育施設の大規模改修工事を計画的に行っていく。 

④ 安全で住みよいまち（防災・生活環境） 

消防防災対策の充実への施策として、令和 5年度に沢井藤沢地内に防災広場を整備するほ
か、旧母畑小の進入路の整備について取り組みを進めている。また、各地域において実施さ

れる防災訓練への支援などを通じて、地域における防災力向上を図っていく。 
⑤ 都市機能が充実したまち（生活基盤） 

河川環境整備の推進への施策として、令和 2年度から普通河川・準用河川の浚渫を行なっ
ており、今後も水害対策として継続して行なっていく。また、住環境の整備への施策として、

若者・子育て世帯住宅取得支援事業、町営住宅長寿命化事業のほか、新たな宅地分譲事業も

継続して取り組みを進めていく。公共交通機関の充実への施策では、生活交通対策事業とし

て地域公共交通（路線バス運行）の維持補助を行うとともに、地域公共交通再編事業として

新たな交通サービス構築に向けた取り組みも進めていく。上水道の整備への施策として、令

和 3年度から令和 9年度にかけて母畑浄水場浄水施設の改修及び耐震化事業に取り組んでい
く。生活道路の充実への施策では、引き続き道路インフラの維持管理に取り組んでいく。 
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

(継)生活交通対策事業 61,233 250 0 0 60,983
地域公共交通（バス）運行経費補助、路線
バス再編、水郡線利活用促進

(継)地域公共交通再編事業 20,000 16,852 0 0 3,148
新たな交通サ―ビス構築に向けた事業・自
家用有償旅客運送

(継)子ども医療費助成事業 58,618 32,250 0 0 26,368 １８歳までの子どもの医療費負担の無料化

(継)保育施設整備事業 725,400 0 725,400 0 0 認定こども園整備（建築　過疎分

(継)保育施設整備事業 233,600 0 210,240 0 23,360 認定こども園整備（建築　公適債分

(継)母畑浄水場改修事業 85,357 0 0 0 85,357 母畑浄水場改修事業に係る町出資金

(継)道の駅整備事業 368,802 0 349,600 0 19,202 道の駅整備事業（移転補償

(継)森林環境保全事業 17,711 17,711 0 0 0 広葉樹林再生事業

(継)森林環境保全事業 25,880 25,880 0 0 0 ふくしま森林再生事業

(継)競争力強化農地整備事業 16,824 2,593 6,400 6,800 1,031
圃場整備事業（沢井地区・外槇地区、中谷
地区）

  (新)水利施設整備事業 12,000 10,000 0 0 2,000 水利施設長寿命化事業・赤羽堰改修

(継)企業誘致事業 25,417 0 0 0 25,417 企業合同説明会、企業立地奨励金

(継)道路新設改良整備事業 242,700 52,682 170,400 0 19,618
安全・安心な道路交通網を確保するための
道路整備

  (継)道路維持補修事業 137,519 4,092 44,300 0 89,127 町が管理する町道等の維持管理

  (継)橋りょう維持補修事業 86,640 36,605 39,800 0 10,235
橋梁の安全確保のための点検及び老朽化
の著しい橋梁の補修

(継)緊急浚渫推進事業 12,000 0 12,000 0 0 町内普通河川等の堆積土砂の除去

(継)若者・子育て世帯住宅取得支援事業 42,370 16,409 0 0 25,961 子育て・若者世帯住宅取得支援事業

  (新)町営住宅長寿命化事業 27,292 11,040 0 0 16,252 町営住宅の計画的な改修

(継)防災施設整備事業 50,300 24,550 23,700 0 2,050
沢井藤沢防災広場（舗装工事、旧母畑小進
入路（造成・舗装

(継)小中学校給食費補助事業 54,917 0 35,000 0 19,917
町立小中学校の児童生徒の給食費を全額
補助

(継)通学支援事業 126,145 7,004 0 0 119,141
児童生徒の通学のための専用バス運行、
路線バス利用料金の補助

(継)歴史民俗資料館整備事業 57,034 4,582 8,300 0 44,152
歴史民俗資料館の移転改修工事（空き家活
用）

計 2,487,759 262,500 1,625,140 6,800 593,319

(継)生活交通対策事業 61,233 250 0 0 60,983
地域公共交通（バス）運行経費補助、路線
バス再編、水郡線利活用促進

(継)地域公共交通再編事業 20,000 16,852 0 0 3,148
新たな交通サ―ビス構築に向けた事業・自
家用有償旅客運送

(継)子ども医療費助成事業 45,000 27,000 0 0 18,000 １８歳までの子どもの医療費負担の無料化

(継)保育施設整備事業 80,000 0 80,000 0 認定こども園整備（外構

(継)母畑浄水場改修事業 43,550 0 0 0 43,550 母畑浄水場改修事業に係る町出資金

(継)道の駅整備事業 280,640 0 280,600 0 40 道の駅整備事業（造成

  (継)森林環境保全事業 42,486 42,486 0 0 広葉樹林再生事業

  (継)森林環境保全事業 25,595 18,847 0 0 6,748 ふくしま森林再生事業

(継)競争力強化農地整備事業 16,800 0 7,700 8,160 940
圃場整備事業（沢井地区・外槇地区、中谷
地区）

(継)企業誘致事業 25,000 0 0 0 25,000 企業合同説明会、企業立地奨励金

(継)道路新設改良整備事業 220,000 35,000 170,000 0 15,000
安全・安心な道路交通網を確保するための
道路整備

  (継)道路維持補修事業 109,900 3,100 34,000 0 72,800 町が管理する町道等の維持管理

  (継)橋りょう維持補修事業 51,000 27,191 20,700 0 3,109
橋梁の安全確保のための点検及び老朽化
の著しい橋梁の補修

5

6

事業名 事業費
財　　　源　　　内　　　訳

重　　点　　施　　策　　の　　概　　要

事業内容年度
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

(継)若者・子育て世帯住宅取得
支援事業

40,000 15,320 0 0 24,680 子育て・若者世帯住宅取得支援事業

  (継)町営住宅長寿命化事業 25,000 10,112 0 0 14,888 町営住宅の計画的な改修

(継)小中学校給食費補助事業 52,000 0 35,000 0 17,000
町立小中学校の児童生徒の給食費を全額
補助

(継)通学支援事業 120,000 6,500 0 0 113,500
児童生徒の通学のための専用バス運行、
路線バス利用料金の補助

(新)体育施設改善事業 60,000 0 54,000 0 6,000
総合体育施設の施設改修工事（脱炭素化）
ZEB化改修設計

計 1,320,604 202,658 684,400 8,160 425,386

(継)生活交通対策事業 61,233 250 0 0 60,983
地域公共交通（バス）運行経費補助、路線
バス再編、水郡線利活用促進

(継)地域公共交通再編事業 20,000 16,852 0 0 3,148
新たな交通サ―ビス構築に向けた事業・自
家用有償旅客運送

(継)子ども医療費助成事業 45,000 27,000 0 0 18,000 １８歳までの子どもの医療費負担の無料化

(継)母畑浄水場改修事業 164,825 0 0 0 164,825 母畑浄水場改修事業に係る町出資金

(継)道の駅整備事業 570,000 160,000 410,000 0 0 道の駅整備事業（建設

  (継)森林環境保全事業 42,486 42,486 0 0 0 広葉樹林再生事業

  (継)森林環境保全事業 1,200 920 0 0 280 ふくしま森林再生事業

(継)競争力強化農地整備事業 57,750 0 26,700 28,050 3,000
圃場整備事業（沢井地区・外槇地区、中谷
地区）

  (新)水利施設整備事業 25,000 17,250 4,000 3,250 500 水利施設長寿命化事業・赤羽堰改修

(継)企業誘致事業 25,000 0 0 0 25,000 企業合同説明会、企業立地奨励金

(継)道路新設改良整備事業 220,000 35,000 170,000 0 15,000
安全・安心な道路交通網を確保するための
道路整備

(継)道路維持補修事業 109,900 3,100 34,000 0 72,800 町が管理する町道等の維持管理

  (継)橋りょう維持補修事業 45,000 6,798 5,200 0 33,002
橋梁の安全確保のための点検及び老朽化
の著しい橋梁の補修

(継)緊急浚渫推進事業 12,000 0 12,000 0 0 町内普通河川等の堆積土砂の除去

(継)若者・子育て世帯住宅取得支援事業 40,000 15,320 0 0 24,680 子育て・若者世帯住宅取得支援事業

  (継)町営住宅長寿命化事業 25,000 10,112 0 0 14,888 町営住宅の計画的な改修

(継)小中学校給食費補助事業 52,000 0 35,000 0 17,000
町立小中学校の児童生徒の給食費を全額
補助

(継)通学支援事業 120,000 6,500 0 0 113,500
児童生徒の通学のための専用バス運行、
路線バス利用料金の補助

(新)体育施設改善事業 600,000 0 360,000 240,000 0
総合体育施設の施設改修工事（脱炭素化）
ZEB化改修工事

(新)中学校施設改善事業 0 0 0 0 0 中学校施設の施設改修工事

(新)公共施設改修工事 200,000 0 180,000 20,000 0 公共施設の長寿命化工事（脱炭素化）

計 2,436,394 341,588 1,236,900 291,300 566,606

(継)生活交通対策事業 61,233 250 0 0 60,983
地域公共交通（バス）運行経費補助、路線バス

再編、水郡線利活用促進

(継)地域公共交通再編事業 20,000 16,852 0 0 3,148
新たな交通サ―ビス構築に向けた事業・自家用

有償旅客運送

(継)子ども医療費助成事業 45,000 27,000 0 0 18,000 １８歳までの子どもの医療費負担の無料化

(継)母畑浄水場改修事業 22,394 0 0 0 22,394 母畑浄水場改修事業に係る町出資金

  (継)森林環境保全事業 42,486 42,486 0 0 広葉樹林再生事業

(継)競争力強化農地整備事業 105,000 0 48,600 51,000 5,400
圃場整備事業（沢井地区・外槇地区、中谷地

区）

(継)企業誘致事業 25,000 0 0 0 25,000 企業合同説明会、企業立地奨励金

  (新)水利施設整備事業 25,000 17,250 4,000 3,250 500 水利施設長寿命化事業・赤羽堰改修

(継)道路新設改良整備事業 220,000 35,000 170,000 0 15,000
安全・安心な道路交通網を確保するための道

路整備

7

6

8

事業名 事業費
財　　　源　　　内　　　訳

事業内容年度
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

  (継)道路維持補修事業 109,900 3,100 34,000 0 72,800 町が管理する町道等の維持管理

(継)橋りょう維持補修事業 33,000 18,694 14,200 0 106
橋梁の安全確保のための点検及び老朽化の著
しい橋梁の補修

(継)緊急浚渫推進事業 12,000 0 12,000 0 町内普通河川等の堆積土砂の除去

(継)若者・子育て世帯住宅取得
支援事業

40,000 15,320 0 0 24,680 子育て・若者世帯住宅取得支援事業

  (継)町営住宅長寿命化事業 25,000 10,112 0 0 14,888 町営住宅の計画的な改修

(継)小中学校給食費補助事業 52,000 0 35,000 0 17,000 町立小中学校の児童生徒の給食費を全額補助

(継)通学支援事業 120,000 6,500 0 0 113,500
児童生徒の通学のための専用バス運行、路線

バス利用料金の補助

(継)体育施設改善事業 300,000 0 300,000 0
体育施設の長寿命化改修工事（総合体育館以

外）

(継)中学校施設改善事業 0 0 0 0 中学校施設の施設改修工事

計 1,258,013 192,564 617,800 54,250 393,399

(継)生活交通対策事業 61,233 250 0 0 60,983
地域公共交通（バス）運行経費補助、路線
バス再編、水郡線利活用促進

(継)地域公共交通再編事業 20,000 16,852 0 0 3,148
新たな交通サ―ビス構築に向けた事業・自
家用有償旅客運送

(継)子ども医療費助成事業 45,000 27,000 0 0 18,000 １８歳までの子どもの医療費負担の無料化

(継)母畑浄水場改修事業 93,403 0 0 0 93,403 母畑浄水場改修事業に係る町出資金

  (継)森林環境保全事業 42,486 42,486 0 0 広葉樹林再生事業

(継)競争力強化農地整備事業 105,000 0 48,600 51,000 5,400
圃場整備事業（沢井地区・外槇地区、中谷
地区）

(継)企業誘致事業 25,000 0 0 0 25,000 企業合同説明会、企業立地奨励金

(継)道路新設改良整備事業 220,000 35,000 170,000 0 15,000
安全・安心な道路交通網を確保するための
道路整備

  (継)道路維持補修事業 109,900 3,100 34,000 0 72,800 町が管理する町道等の維持管理

  (継)橋りょう維持補修事業 27,000 15,295 11,600 0 105
橋梁の安全確保のための点検及び老朽化
の著しい橋梁の補修

(継)緊急浚渫推進事業 12,000 0 12,000 0 町内普通河川等の堆積土砂の除去

(継)若者・子育て世帯住宅取得支援事業 40,000 15,320 0 0 24,680 子育て・若者世帯住宅取得支援事業

  (継)町営住宅長寿命化事業 25,000 10,112 0 0 14,888 町営住宅の計画的な改修

(継)小中学校給食費補助事業 52,000 0 35,000 0 17,000
町立小中学校の児童生徒の給食費を全額
補助

(継)通学支援事業 120,000 6,500 0 0 113,500
児童生徒の通学のための専用バス運行、
路線バス利用料金の補助

(継)体育施設改善事業 200,000 0 200,000 0
体育施設の長寿命化改修工事（総合体育
館以外）

(継)中学校施設改善事業 0 0 0 0 中学校施設の施設改修工事

(新)公共施設改修工事 200,000 0 180,000 20,000 公共施設の長寿命化工事（脱炭素化）

計 1,398,022 171,915 691,200 71,000 463,907

9

8

事業名 事業費
財　　　源　　　内　　　訳

事業内容年度
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(イ) 歳入見通し 
① 地方税 

個人町民税については、生産年齢人口の減少に伴う納税義務者の変動による減少も見込む

が、物価高に伴う給与見直しも行われていることから、前年の 1.0％程度の減収で推移する
ものと見込んでいる。法人町民税については、近年増収の傾向がみられたことから、これま

での実績を勘案し、前年同額として見込んだ。固定資産税においては、土地建物において評

価替えによる課税標準額の変動で 1.0％程度の減収を見込むほか、償却資産で太陽光発電施
設の減価償却に伴う減収も見込んだ。 

② 各種交付金 
地方譲与税をはじめとする各種交付金については、過去の実績や今後の経済動向を考慮し、

概ね横ばいと見込み算出した。 
③ 地方交付税 

令和 5年度地方交付税は、実績額により算出している。令和 6年度以降については、令
和 5年度算定結果や今後の基準財政収入額及び基準財政需要額の見込みなどから算出した。
震災復興特別交付税については、国の方針により令和 5年度以降も継続するものとして算
出した。 

④ 国県支出金 

令和 5年度は決算見込額により計上している。令和 6年度以降は、現時点で国県に事業
要望している補助事業について、現状の補助率等に基づき算出した。 

⑤ 地方債 
地方債については、重点施策等の主要事業の財源分から算出した。臨時財政対策債は、不

足する財源不足に対処するため、地方自治体が借金をしてまかなうものであるが、令和 3年
度以降同意額が減少傾向にあることから、令和 6年度以降は財源として算出していない。 

⑥ その他の収入 

財産収、寄附金、繰越金及び諸収入については、これまでの決算額と令和 5年度予算額を
ベースに算出した。  
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(ウ) 歳出見通し 
① 人件費 

特別職及び議員については定数により算出した。一般職員及び会計年度任用職員について

は、現行の職員数を維持するものと見込んでいる。人事院勧告による給与見直しなどを考慮

し、令和 4年度決算額を若干上回る程度の費用規模で推移するものと見込んでいる。 

 
② 物件費及び補助費等 

普通建設事業の実施に伴い一部増額を見込んだほか、補助費等については、これまでの

実績から算出を行なった。 
③ 投資的経費 

投資的経費については、主に重点施策の事業のほか債務負担行為に基づく事業費につい

て算出した。 
④ 公債費 

公債費については、令和 4年度末における地方債現在高を基本に、令和 5年度以降の新
規借入に伴う元利償還金を加算して算出した。過疎対策事業債は 12年償還、臨時財政対策
債は 20年償還、その他の地方債については整備する施設の耐用年数から 15～20年償還と
し、借入利率は 0.5％として算出した。 

⑤ 積立金 
財政調整基金積立金については、過去の実績により毎年度の決算剰余金からの積み立てを

見込んでいるほか、財政状況と基金残高により、その他特定目的基金への積み立ても計画的

に行うことで算出した。 
⑥ 繰出金 

繰出金については、特別会計の状況を考慮して、各費目の積み上げにより見込んだ。 
 

 単位:人

 区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度

 特別職 3 3 2 3 3 3 3 3

 議員 14 14 14 14 14 14 14 14

 一般職員 144 143 139 141 141 141 141 141

 会計年度職員 116 132 118 122 122 122 122 122

 計 277 292 273 280 280 280 280 280
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(エ) 財政指標の見通し 
① 実質公債費比率について 
令和４年度に大規模事業の財源として借り入れたものと、今後借り入れる過疎対策事業債の

元利償還金が上乗せとなることで、令和５年度以降の毎年の元利償還金が 8.4～9.6億円とな
り、実質公債費比率も 7％程度まで上昇するものと想定しているが、地方交付税の基準財政需
要額に算入されることから、急激な比率の悪化にはつながらないものと見込んでいる。また、

今後事業の進捗状況により、翌年度へ繰り越しした場合は、見通しに変動が生じる可能性があ

る。 
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② 将来負担比率について 

実質公債費比率と同様に、令和４年度に大規模事業の財源として借り入れたものと、令和 5
年度以降に借り入れする過疎対策事業債の地方債残高が上乗せとなることで、令和 5年度以降
の地方債現在高は、令和 7年度に 85億円台まで上昇し、将来負担比率は 46.4%程度になるも
のと見込まれる。 
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(オ) 各種基金の見通し 
① 財政調整基金の見通し 

令和 4年度末現在高の 12億円がピークとなっている。令和 6年度以降は、不足が見込まれ
る財源の確保を図るため、各年度において 1億円規模で取崩しを行うことで、令和 9年度末時
点で 4億 7千 5百万円程度まで減少する見込みである。取崩額を少しでも減らす、財政収支に
余裕があれば速やかに基金積立を行うなど、基金積立の方針で定めた 5億円台を保つための努
力が必要である。 

② 減債基金の見通し 

令和 4年度末現在高の 4億 8千 5百万円がピークで、令和 6年度以降は、各年度において
5千万円～1億円規模で取崩しを行い、一時的に増加する元利償還金の平準化を図っていく。
令和 9年度末において 1億 6千 5百万円程度となる見通しであり、基金積立の方針で定めた
2億 4千万円台の年度末残高を保つための努力が必要である 

③ その他特定目的基金の見通し 
役場庁舎建設基金については、公共施設保全基金へ全額積み替えを行い、公共施設の維持

保全のため広く活用する。公共施設保全基金については、令和 7年度に予定している総合体
育館の大規模改修事業（ZEB化事業）の財源として 2億 4千万円を取崩す見込みである。 
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６ 用語説明 

 行 用語 説明

 
い 一般会計

保健、福祉、教育、消防、都市基盤の整備など行政運営の基本的な経費を

網羅した地方公共団体の基本となる会計です。一般会計は、特別会計で計

上される以外の全ての経理を処理しなければならないとされています。

 
い 一般財源

使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源で、 町

税、地方譲与税、地方交付税などがこれにあたります。

 
い 依存財源

国や県から交付されたり割り当てられたりする財源で、国庫支出金、県支出

金、町債、地方交付税などがこれにあたります。

 
い 維持補修費

地方公共団体が管理する公共用施設等を維持するための補修等の経費で

す。

 
か

株式譲渡所得割交付

金

特定株式等の譲渡所得のあった場合に、一括徴収された県税の一部が市

町村へ交付されるものです。

 
か 環境性能割交付金

自動車税環境性能割のうち、市町村道の延長や面積で按分した額が県か

ら交付されるものです。

 か 元利償還金 地方債の元金と利子を償還するためのものをいいます。

 
き 公営企業会計

当該事業を行うことによって得られる収入で当該事業の経費をまかなって

いく、独立採算を原則とした会計で、本町では水道事業会計があります。

 

き 寄附金

使途を制限されない一般寄附金と、使途を指定された指定寄附金がありま

す。いわゆる「ふるさと納税」も都道府県、市区町村への寄附金であり、石

川町ではふるさと納税を「石川町ふるさと応援寄附金」として受け入れてい

ます。

 
き 義務的経費

地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経

費で、主に職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の

元利償還金等の公債費で構成されています。

 

き 基準財政収入額

地方公共団体の財政力を合理的に測定するためのもので、標準的な状態

において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するもので

す。普通交付税の算定に用いられます。 

標準的な地方税収入×75/100＋地方道路譲与税等

 

き 基準財政需要額

地方公共団体が合理的な水準で行政事務を遂行するために必要な経費

で、普通交付税の算定基礎となるものです。地方交付税法に定める算出方

法により求められます。 

基準財政需要額＝単位費用×測定単位×補正係数

 
き 基金

財源の年度間調整又は特定の目的のために積立てもしくは維持される町

の財産で、目的達成のために積み立てているものや、積立てにより発生し

た果実（利子等）を運用するものがあります。

 
く 繰越明許

何らかの事由により、当該年度に支出が終わらない見込のもの、又は予算

成立後の事由等により年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの

について、議会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用できる制度をいいま

す。
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行 用語 説明

 
く 繰入金

各会計相互において収入される経費で、会計から資金を他の会計に移すこ

とをいいます。また基金からの収入も繰入金に含まれます。

 
く 繰越金

翌年度の財源として繰り越したものであり、決算により生じた剰余分の繰越

金と、翌年度に繰り越した事業の財源としての繰越金があります。

 
く 繰出金

会計間相互に支出される経費をいいます。また、企業会計に対する支出も

繰出金に含まれます。

 
け 決算

一会計年度における収入と支出の実績をいいます。決算は、会計管理者が

調製し、地方公共団体の長に提出します。その後、監査委員の審査に付

し、議会の認定を経ることで確定します。

 
け 県支出金

特定の事務事業に要する経費の財源として、県が町に交付するものをいい

ます。国庫支出金に基づいたものや県の単独事業によるものなどがありま

す。

 
け 経常的経費

毎年度連続して固定的に支出される経費で、経常的な事務事業や行政水

準を維持していくための事業の経費を指します。主に、人件費、物件費、維

持補修費、扶助費、補助費等及び公債費などのうち、臨時的なものを除い

た経費をいいます。（⇔臨時的経費）

 

け 経常収支比率

　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、

扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に

充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経

常的に収入される一般財源（経常一般財源）、減収補てん債特例分及び臨

時財政対策債の合計額に占める割合をいいます。 

　この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されている

かを見るものであり、比率が高いほど財政構造の弾力性が失われているこ

とを表しています。 

経常収支比率（％）＝経常充当一般財源／（経常一般財源＋減税補てん費

＋臨時財政対策債）×100

 
け 健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の 4

つの指標により町の財政状況を示すものです。地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に基づき、毎年度の決算について各比率を明らかにする

こととされています。

 
け 減債基金

地方債の償還（返済）を計画的に行うための資金を積み立てる基金をいい

ます。

 
こ 国庫支出金

法令に基づき実施しなければいけない事務や国と相互に利害関係のある

事業に対して国から支出される、原則として使途が特定されている負担金、

補助金、交付金、委託金等をいいます。

 
こ 公債費

地方公共団体が発行した地方債の元利償還及び一時借入金の利子の支

払いに要する経費をいいます。

 こ 公債費 地方債の償還に係る経費をいいます。

 
さ 債務負担行為

賃借料等の数年度にわたる事業支出、土地の購入等翌年度以降の経費支

出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生

したときの支出を予定するなどの、将来の財政負担を約束する行為をいい

ます。

 

さ 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、標準的な行政需要に自主財源でど

の程度対応できるのかを示したものです。 

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均

値をいいます。 

財政力指数＝基準財政収入額÷基準財政需要額

 さ 財政調整基金 財政の年度間調整を図るための基金をいいます。

 
し 事故繰越

予算成立後に発生した避けがたい事故事情により、年度内に事業が完了し

なくなった場合に予算を翌年度に繰り越して使用できる制度をいいます。繰

越額は次の議会で報告します。
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し 使用料及び手数料

公の施設等の利用料金や、特定の者に対する役務の対価などをいいま

す。 例えば公共施設の使用料金や住民票の写しの発行手数料などがあり

ます。

 
し 諸収入

他の収入科目に含まれない収入をまとめたもので、延滞金、預金利子、宝く

じ収益金などがこれにあたります。

 
し 自主財源

地方公共団体が自主的に収入できる財源で、町税、使用料、手数料、財産

収入等がこれにあたります。したがって、この割合が高いほど自主的な行政

運営ができることになります。

 し 人件費 町職員の給与や退職金、議員や委員の報酬などの経費をいいます。

 
し 消費的支出

支出の効果が、支出年度又は極めて短期間で終わるもので、後年度に形

を残さない性質の経費であり、物件費、扶助費、補助費等などがこれにあた

ります。

 
し 実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。実質収支比率が正

数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示しています。 

実質収支比率＝実質収支÷標準財政規模

 

し 実質単年度収支

単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額及び地方

債の繰上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基金の取崩額）を差し引いた

額をいいます。 

実質単年度収支＝単年度収支＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還

金－財政調整基金取崩額

 
し 実質公債費比率

標準財政規模を基本とした額に対する、町の一般会計等が負担する元利

償還金等の比率をいいます。借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる

額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。

 

し 将来負担比率

標準財政規模を基本とした額に対する、地方公社や損失補償を行っている

出資法人等に係るものを含めた、町の会計が将来負担すべき実質的な負

債の比率をいいます。地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将

来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財

政を圧迫する可能性の度合いを示す指標となっています。

 
た 単年度収支

実質収支は前年度以前から当該年度までの収支の累積であることから、そ

の影響を控除して単年度の収支を示した額をいいます。 

単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

 
ち 町税

町内に住所又は居所を置く個人・法人又は町内に資産を有する町外の者

等に賦課される税で、本町では、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ

税、入湯税があります。

 

ち 地方交付税

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体に一定

の行政サービスを実施するための財源を保障するという見地から、国税とし

て国が徴収した財源を、一定の合理的基準によって地方公共団体に再配

分する交付金をいいます。普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付さ

れる特別交付税があります。

 
ち 地方消費税交付金

都道府県が課税（当分の間、国において消費税の例により、消費税と併せ

て行っています。）する地方消費税のうち、市町村分として交付される交付

金をいいます。

 
ち 地方譲与税

国が国税として徴収し、一定の基準に基づき地方公共団体に対して譲与す

る税をいいます。現行では地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環

境譲与税、石油ガス譲与税などがあります。

 
ち 地方債（町債）

地方公共団体が年度間の負担の公平性の確保などから、建設事業等の財

源とするための長期借入金で、償還が一会計年度を超えるものをいいま

す。

 
つ 積立金

特定の目的を達成するため又は、計画的な財政運営を行うための基金へ

の積立てをいいます。



25 

行 用語 説明

 

と 特別会計

地方公共団体が特定の事業を行う場合に、特定の歳入歳出を一般の歳入

歳出と区分して収支経理を行う会計で、法律又は条令により定められたも

のです。本町では、国民健康保険事業、後期高齢者医療保険事業、介護保

険事業、土地開発事業、宅地造成事業など、主に保険料や施設使用料、用

地売却収入などの町税以外の特定の収入を財源に実施する 7 の特別会計

を定めています。

 
と 特定財源

その使途が特定されている財源で、国県支出金、地方債、分担金、負担

金、使用料、手数料などがあります。

 
と 特別交付税

普通交付税で捕捉されない災害などの特別の財政需要に対して国から交

付されるものです。

 
と

投資及び出資金・貸

付金
財団法人等に対する貸付金や出資金などの経費をいいます。

 
と 投資的支出

支出の効果が資本形成に向けられ、施設等の将来に残るものに支出され

る経費で、普通建設事業費、災害復旧費などがこれにあたります。

 
は 配当割交付金

特定配当等の支払いを受ける際に、県税として一括徴収され、その一部が

市町村へ交付されるものです。

 

ひ 標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源

の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいま

す。 

標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税 ＋臨時財政対策債発行

可能額

 
ふ 分担金及び負担金

分担金は、地方公共団体の事業により特に利益を受ける者から、その受益

の限度において徴収されるものです。負担金は、地方公共団体が、他の地

方公共団体や住民に課するもので保育所利用者負担金が代表的なもので

す。

 
ふ 普通交付税

地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、すべての団体が一定の水準を

維持しうるように財源を保障するものとして、国が地方に代わって国税とし

て徴収し、一定の合理的な基準によって再配分されるものです。

 
ふ 物件費

維持補修費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的経費をいい

ます。旅費、交際費、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借

料、原材料費、備品購入費などが該当します。

 
ふ 扶助費

社会保障制度の一環として、生活金困窮者、要援護高齢者、障害者などの

生活維持や保育所での保育活動などに支出される経費です。

 
ふ 普通建設事業

社会資本を形成するために道路、橋りょう、学校を始めとした公共施設等の

新増設等の建設事業などに要する経費をいいます。

 
ふ

分離課税所得割交付

金

指定市から県に払い込まれた退職所得の分離課税に係る所得割のうち、2

分の 1 に相当する額が県から交付されるものです。

 
ふ

プライマリーバラン

ス

公債費を除いた基礎的財政収支。 
歳入（地方債の発行による収入を除く）－歳出（地方債利払いと償還額を

除く）

 ほ 法人事業税交付金 法人事業税のうち、従業者数で按分した額が県から交付されるものです。

 
ほ 補助費等

主に公益上必要がある認められる団体などに対して、地方公共団体が交付

する補助金、他団体と共同して事業を行うための負担金などをいいます。

 
よ 予算

一定期間（会計年度）における収入及び支出の見積りであり、行政がどのよ

うな形で行われるかを具体的に表現したものです。予算は、地方公共団体

の長が調製し、議会へ提出されたのち、議会の議決を経て成立します。

 
り 利子割交付金

道府県が利子等の支払を受けるものに対して課税する「利子割」のうち町

税に相当する分として交付される交付金をいいます。
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り 臨時財政対策債

地方交付税の交付原資の不足に伴い、地方交付税に代わる地方一般財源

として発行可能となった、特例的な地方債で、投資的経費以外の経費にも

充当が可能な地方債です。当初は平成 13～15 年度の 3 年間の暫定措置

でしたが、現在も延長されています。
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